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納
税
意
識
の
高
揚
を
図
る

■
税
務
課
か
ら

孝
野
覚
也
さ
ん
が
農
林
水
産
省
経
営
局
長
賞
を
受
賞

■
農
業
支
援
セ
ン
タ
ー
か
ら

表彰式の様子（右から3人目が孝野覚也さん）

作文を発表する谷口結梨花さん
写真左から谷口さん、沖中くん、毛利さん、
岩上さん、安光くん、立花くん

町
　
か
　
ら
　
の
　
お
　
知
　
ら
　
せ

　
宇
和
島
商
工
会
館
で
「
税
に
つ

い
て
の
作
文
」
の
入
賞
者
表
彰
式

が
行
わ
れ
、
入
賞
者
が
表
彰
を
受
け
ま
し

た
。
本
町
か
ら
は
、
御
荘
中
学
校
３
年
生

の
谷
口
結ゆ

梨り

花か

さ
ん
が
県
内
最
高
の
国
税

庁
長
官
賞
を
受
賞
す
る
な
ど
、
６
名
の
中

学
生
が
入
選
し
ま
し
た
。

　
本
町
の
入
賞
者
は
次
の
皆
さ
ん
で
す
。

 11/
   26

国
税
庁
長
官
賞

　
谷
口
結ゆ

り

か

梨
花
さ
ん（
御
荘
中
３
年
） 

　
　
『
税
金
が
あ
る
こ
と
に
感
謝
す
る
』

愛
媛
県
知
事
賞

　
安
光
海ひ

ろ

航と

く
ん（
一
本
松
中
１
年
） 

　
　
『
聞
い
て
ほ
し
い
、
ゴ
マ
メ
の
歯
ぎ
し
り
』

四
国
税
理
士
会
宇
和
島
支
部
長
賞

　
沖
中
心し

ん

兵ぺ
い

く
ん（
御
荘
中
３
年
）

　
　
『
社
会
を
支
え
る
税
金
』

宇
和
島
税
務
署
管
内
青
色
申
告
会
連
合
会
長
賞

　
立
花
尚し

ょ
う
た
ろ
う

太
郎
く
ん（
城
辺
中
３
年
） 

　
　
『
税
の
お
か
げ
で
』

宇
和
島
税
務
署
管
内
納
税
貯
蓄
組
合
連
合
会
長
賞 

　
岩
上
　幹も

と

さ
ん（
内
海
中
３
年
） 

　
　
『
未
来
を
作
り
出
す
た
め
に
』

　
毛
利
か
ん
な
さ
ん（
篠
山
中
３
年
） 

　
　
『
税
に
つ
い
て
考
え
た
こ
と
』

 11/
    10

　
宮
崎
県
宮
崎
市
で
「
第
18

回
全
国
農
業
担
い
手
サ
ミ
ッ

ト
in
み
や
ざ
き
」
が
開
催
さ
れ
、
平

成
27
年
度
全
国
優
良
経
営
体
の
個
人

経
営
体
部
門
表
彰
（
農
林
水
産
省
・

全
国
担
い
手
育
成
総
合
支
援
協
議
会

主
催
）
で
、
愛
媛
県
代
表
と
し
て
推

薦
さ
れ
て
い
た
孝
野
覚か

く

也や

さ
ん
（
緑

乙
）
が
、
最
高
位
の
農
林
水
産
大
臣

賞
に
次
ぐ
「
農
林
水
産
省
経
営
局
長

賞
」
を
受
賞
さ
れ
ま
し
た
。

　
孝
野
さ
ん
は
自
ら
販
路
開
拓
に
努

め
、
所
得
向
上
に
つ
な
げ
る
取
組
が

評
価
さ
れ
ま
し
た
。
河
内
晩
柑
を
は

じ
め
、
イ
チ
ゴ
や
ブ
ロ
ッ
コ
リ
ー
、

水
稲
（
８
ha
）
の
複
合
経
営
に
取
り
組

み
、
経
営
実
績
を
伸
ば
さ
れ
て
い
る

ほ
か
、
町
認
定
農
業
者
協
議
会
長
や

Ｊ
Ａ
青
年
部
の
支
部
長
を
歴
任

さ
れ
る
な
ど
、
地
域
農
業
振
興

の
リ
ー
ダ
ー
と
し
て
も
幅
広
く

活
躍
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
ほ

か
、
愛
南
グ
リ
ー
ン
・
ツ
ー
リ

ズ
ム
推
進
協
議
会
員
と
し
て
、

町
の
豊
か
な
食
文
化
や
農
林
漁

業
等
の
体
験
活
動
を
実
施
さ
れ

て
い
ま
す
。

　
表
彰
を
受
け
、
孝
野
さ
ん
は

「
無
理
の
な
い
範
囲
で
経
営
規

模
を
拡
大
し
て
、
経
営
内
容
の

充
実
と
、
ゆ
と
り
あ
る
生
活
の

両
立
を
め
ざ
し
、
魅
力
あ
る
農

業
経
営
を
実
現
し
た
い
」
と
、

今
後
の
抱
負
を
力
強
く
話
さ
れ

て
い
ま
し
た
。
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減
災
に
つ
い
て
共
に
考
え
て
み
ま
せ
ん
か

■
防
災
対
策
課
か
ら

山
木
勝

さ
ん
に

総
務
大
臣
か
ら
感
謝
状

■
選
挙
管
理
委
員
会
か
ら

広
告
付
き
共
通
封
筒
の
無
償
提
供
者
を
募
集
し
ま
す

■
総
務
課
か
ら

提供希望枚数：10,000枚 提供希望枚数：10,000枚

　
愛
媛
大
学
防
災
情
報
研
究
セ
ン

タ
ー
が
３
か
年
に
わ
た
り
久
良
地
区

と
緑
地
区
の
２
地
区
の
協
力
を
得
て

本
町
で
実
施
し
て
き
た
文
部
科
学
省

地
域
防
災
対
策
支
援
研
究
プ
ロ
ジ
ェ

ク
ト
「
科
学
的
・
社
会
的
好
奇
心
を

刺
激
す
る
自
発
的
減
災
活
動
の
推

進
」
の
最
終
成
果
報
告
会
を
次
の
と

お
り
開
催
し
ま
す
。
合
わ
せ
て
、
兵

庫
県
立
大
学
防
災
教
育
研
究
セ
ン

タ
ー
長
で
神
戸
大
学
名
誉
教
授
の
室む

ろ

﨑さ
き

益よ
し

輝て
る

先
生
か
ら
、
「
地
域
の
防
災

　
元
愛
南
町
選
挙
管
理
委
員
の
山
木

勝か
つ
ひ
ろ

さ
ん
（
魚
神
山
）
が
、
選
挙
関
係

功
労
者
表
彰
と
し
て
総
務
大
臣
感
謝

状
を
受
賞
さ
れ
ま
し
た
。こ
れ
は
、選

挙
管
理
委
員
会
の
委
員
と
し
て
10
年

以
上
在
職
し
、選
挙
の
管
理
執
行
及
び

啓
発
事
務
に
従
事
し
、そ
の
功
績
が
顕

著
で
あ
る
人
に
贈
ら
れ
る
も
の
で
、

11
月
25
日
に
稲
田
洋よ

う

一い
ち

郎ろ
う

南
予
地
方

局
長
か
ら
伝
達
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

　
山
木
さ
ん
は
、
平
成
14
年
に
内
海

村
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長
に
就
任

し
、
平
成
16
年
10
月
か
ら
引
き
続
き

愛
南
町
選
挙
管
理
委
員
を
務
め
、
多

年
に
わ
た
り
民
主
政
治
の
確
立
の
た

め
に
各
種
選
挙
の
適
正
な
執
行
や
啓

発
に
尽
力
さ
れ
ま
し
た
。

①長形3号（縦120㎜×横235㎜）②窓枠付き長形3号（縦120㎜×横235㎜）

　
愛
南
町
で
は
広
告
事
業
の
一
環
と
し

て
、
町
が
使
用
す
る
公
用
封
筒
の
裏
面

に
民
間
企
業
等
の
広
告
を
掲
載
し
作
成

し
た
も
の
を
、
町
に
無
償
提
供
し
て
い

た
だ
け
る
法
人
又
は
個
人
事
業
者
を
募

集
し
ま
す
。

【
対
象
封
筒
】

　
上
の
写
真
の
と
お
り
２
種
類

　
※
広
告
掲
載
範
囲
は
封
筒
の
裏
面
で
す
。

【
応
募
の
方
法
】

募
集
期
間

　
１
月
６
日（
水
）〜
２
月
５
日（
金
）

提
出
書
類

①
申
込
書
（
様
式
第
１
号
）
※
町
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま

す
。

②
会
社
概
要（
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
な
ど
）

　
※
個
人
の
場
合
は
身
分
証
明
書
の
写
し

③
住
所
を
有
す
る
市
町
村
の
市
町
村
税

（
法
人
又
は
個
人
）の
納
税
証
明
書

④
封
筒
見
本（
製
作
実
績
の
な
い
場
合
に

は
封
筒
の
案
）

そ
の
他

　
応
募
に
必
要
な
資
格
や
要
件
な
ど
が

あ
り
ま
す
の
で
、
詳
し
く
は
お
問
い
合

わ
せ
く
だ
さ
い
。

申
込
み
・
問
合
せ

　
総
務
課 

TEL
７
２
︱

１
２
１
１

力
で
巨
大
地
震
の
リ
ス
ク
を
乗
り
越

え
る
」
と
題
し
た
ご
講
演
を
い
た
だ

き
ま
す
。 

　
大
変
貴
重
な
機
会
で
す
の
で
、
お

誘
い
合
わ
せ
の
上
、
ぜ
ひ
ご
参
加
く

だ
さ
い
。

日
時
　
２
月
７
日(

日) 

　
　
　
13
時
30
分
〜
16
時

場
所
　
御
荘
文
化
セ
ン
タ
ー

　
　
　
大
研
修
室

問
合
せ

　
防
災
対
策
課 

TEL
７
２
︱

０
１
３
１
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（※2）「個人番号カード」受取りの際に「必要な持ち物」※原本が必要です。

本
人
へ
交
付
の
場
合

□　交付通知書(はがき)

□　「通知カード」

□　本人確認書類

（15歳未満の方又は成年被後

見人に同行する法定代理人

も同様に必要）

□　住民基本台帳カード

（お持ちの方のみ)

□　代理権の確認書類

（15歳未満の方又は成年被後

見人の法定代理人のみ）

代
理
人
が
お
越
し
に
な
る
場
合

※　ご本人が病気、身体の障害その他やむをえない理由により、交付場所にお越しになることが難しい

場合に限り、代理人にカードの受取りを委任できます。

□　交付通知書（はがき)

□　通知カード

□　ご本人の本人確認書類　【「本人確認書類①を2点」又は、「本人確認書類①、②をそれぞれ1点ずつ」　

　　　　　　　　　　　　　又は、「本人確認書類②を3点（うち写真付1点以上）」

□　代理人の本人確認書類　【「本人確認書類①を2点」又は、「本人確認書類①、②をそれぞれ1点ずつ」】

□　代理権の確認書類 【「法定代人の場合：戸籍謄本等(本籍地が町内の場合は不要)」「その他の場合：

委任状等、ご本人が代理人を指定した事実を確認できる資料(交付通知書(はが

き)の「委任状」欄に記入)」

□　住民基本台帳カード（お持ちの方のみ）

□　ご本人の出頭が困難であることを証する書類【診断書、本人の障害者手帳、本人が代理人の施設に

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　入所している事実を証する書類】

「
個
人
番
号
カ
ー
ド
」の
交
付
に
つ
い
て
お
知
ら
せ
し
ま
す

■
町
民
課
か
ら

○
「
個
人
番
号
カ
ー
ド
」
の
交
付

　
個
人
番
号
カ
ー
ド
の
交
付
申
請
を

し
た
方
に
は
、
平
成
28
年
１
月
以
降

に
順
次
「
個
人
番
号
カ
ー
ド
」
の
交

付
を
開
始
し
ま
す
。

　
「
個
人
番
号
カ
ー
ド
」
は
地
方
公

共
団
体
情
報
シ
ス
テ
ム
機
構
か
ら
町

に
送
付
さ
れ
、
そ
の
後
、
申
請
さ
れ

た
方
に
町
か
ら
交
付
に
つ
い
て
の
ご

案
内
（
交
付
通
知
書

：

は
が
き
）
を
お

送
り
し
ま
す
。

　
受
取
り
の
際
は
、
必
要
な
持
ち
物

（
下
記
※
２)

を
ご
持
参
の
上
、「
交
付

通
知
書
（
は
が
き
）
」
に
記
載
さ
れ
た

期
限
ま
で
に
、
指
定
交
付
場
所
に
ご

本
人
が
お
越
し
く
だ
さ
い
（
15
歳
未

満
の
方
又
は
成
年
被
後
見
人
に
は
、

そ
の
法
定
代
理
人
が
同
行
し
て
く
だ

さ
い
。）。

　
交
付
窓
口
で
本
人
確
認
の
上
、

「
暗
証
番
号
（
下
記
※
１
）
」
を
設
定

し
て
い
た
だ
く
と
カ
ー
ド
が
受
け
取

れ
ま
す
。

　
な
お
、
不
在
等
で
返
戻
さ
れ
た

「
通
知
カ
ー
ド
」
は
、
平
成
28
年
３

月
31
日
ま
で
は
、
町
民
課
及
び
各
支

所
で
保
管
し
て
い
ま
す
。

問
合
せ

　
町
民
課 

TEL
７
２
︱

７
３
０
０

◎
申
請
後
、
転
出
さ
れ
る
方
へ

　「
個
人
番
号
カ
ー
ド
」
の
交
付
申
請

を
し
、
交
付
前
に
転
出
し
た
場
合
は

「
個
人
番
号
カ
ー
ド
」
が
交
付
で
き

ま
せ
ん
。
転
入
先
で
再
交
付
申
請
が

必
要
で
す
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

(※1)「暗証番号」の設定が必要です。

①　次のうち1点　住民基本台帳カード（写真付）、運転免許証、
運転経歴証明書（平成24年4月1日以降交付分）、旅券、身体障
害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳（写真付）、在留
カード、特別永住者証明書、一時庇護許可書、仮滞在許可書

②　①をお持ちでない方は、「氏名・生年月日」又は「氏名・
住所」が記載され、町長が適当と認める2点（例）健康保険
証、年金手帳、社員証、学生証、預金通帳、医療受給者証

戸籍謄本その他の資格を証明する書類
（ただし、「本籍地が町内である場合」又は「ご本人が15歳未満
の方で、代理人と同一世帯かつ親子関係にある場合」は不要）

　個人番号カードは大切な情報ですので、複数の暗証番号で管理しています。簡単な

数字の並びや生年月日、自宅の住所など推測されやすい番号を登録しないようにして

ください。なお、暗証番号はお越しになる前にあらかじめ考えておいてください。

①「署名用の 電子証明書 」
（e-Taxの確定申告等に使用）

〈希望される方〉

英数字6文字以上16文字以下

英字は大文字のAからZまで、数字は0

から9まで利用でき、いずれも1つ以上

が必要です。

②「利用者証明用 電子証明書 」
（マイナポータルのログイン等に使用）

〈希望される方〉

数字4桁
数字4桁

②③④は同じ暗証

番号とすることが

できます。
③「住民基本台帳 アプリ」

④「券面事項入力補助 アプリ」

必　須
（転居等の変更

入力等に必要）
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１
月
か
ら
、役
場
の
手
続
き
で

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
が
必
要
に
な
り
ま
す

■
総
務
課
か
ら

法律で定められた事務

事
　
務

手
続
き
の
内
容

必
要
書
類

担
当
課

公
営
住
宅
に
関
す
る

事
務

入
居
申
込
み
、
家

賃
減
免
申
請
　
等

障
害
者
手
帳
　
等

財
産
管
理
課

(

TEL
７
２
︱

７
３
１
０)

小
集
落
改
良
住
宅
に

関
す
る
事
務

入
居
申
込
み
　
等

印
鑑
証
明

軽
自
動
車
税
に
関
す

る
事
務

減
免
申
請

運
転
免
許
証
　
等

税
務
課

(

TEL
７
２
︱

７
３
０
１)

固
定
資
産
税
に
関
す

る
事
務

納
税
義
務
者
の
承

継
・
変
更
の
届
出 

等

国
民
健
康
保
険
税
に

関
す
る
事
務

減
免
申
請

雇
用
保
険
受
給
資

格
者
証

国
民
健
康
保
険
に
関

す
る
事
務

申
請
手
続
き
、
変

更
の
届
出
　
等

現
在
の
保
険
証  

等

町
民
課

(

TEL
７
２
︱

７
３
０
０)

後
期
高
齢
者
医
療
に

関
す
る
事
務

申
請
手
続
き
、
変

更
の
届
出
　
等

現
在
の
保
険
証  

等

特
別
弔
慰
金
に
関
す

る
事
務

申
請
手
続
き
　
等

戸
籍
　
等

保
健
福
祉
課

(

TEL
７
２
︱

１
２
１
２)

障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス

に
関
す
る
事
務

申
請
手
続
き
　
等

障
害
児
通
所
支
援
事

業
に
関
す
る
事
務

申
請
手
続
き
、
変

更
の
届
出
　
等

　
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
制
度
の
開
始
に
よ
り
、
１
月
か
ら
は
法
律
や
条
例
で
定
め
ら

れ
た
事
務
の
手
続
き
で
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
の
記
載
が
必
要
に
な
り
ま
す
。

　
次
の
表
の
よ
う
な
手
続
き
を
す
る
と
き
に
は
、
お
手
元
に
届
い
て
い
る
通
知

カ
ー
ド
及
び
運
転
免
許
証
等
の
本
人
確
認
書
類
又
は
本
人
等
の
申
請
に
よ
り
交

付
さ
れ
る
個
人
番
号
カ
ー
ド
を
持
参
し
て
く
だ
さ
い
。
な
お
、
そ
れ
ぞ
れ
の
手

続
き
に
は
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
以
外
に
も
持
参
が
必
要
な
書
類
等
が
あ
り
ま
す
の

で
、
詳
細
は
担
当
課
に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

法律で定められた事務

事
　
務

手
続
き
の
内
容

必
要
書
類

担
当
課

養
育
医
療
に
関
す
る

事
務

申
請
手
続
き
、
変

更
の
届
出
　
等

主
治
医
意
見
書

保
健
福
祉
課

(

TEL
７
２
︱

１
２
１
２)

特
別
児
童
扶
養
手
当

に
関
す
る
事
務

申
請
手
続
き
、
変

更
の
届
出
　
等

戸
籍
　
等

特
別
障
害
者
手
当
に

関
す
る
事
務

申
請
手
続
き
、
変

更
の
届
出
　
等

戸
籍
　
等

障
害
児
福
祉
手
当
に

関
す
る
事
務

申
請
手
続
き
、
変

更
の
届
出
　
等

戸
籍
　
等

自
立
支
援
医
療
に
関

す
る
事
務

申
請
手
続
き
、
変

更
の
届
出
　
等

身
体
障
害
者
手
帳
・

精
神
障
害
者
福
祉
手

帳
に
関
す
る
事
務

申
請
手
続
き
　
等

診
断
書
　
等

補
装
具
費
支
給
に
関

す
る
事
務

申
請
手
続
き
　
等

障
害
者
手
帳
　
等

児
童
手
当
に
関
す
る

事
務

申
請
手
続
き
　
等

保
険
証
　
等

児
童
扶
養
手
当
に
関

す
る
事
務

申
請
手
続
き
、
変

更
の
届
出 

等

戸
籍
　
等

保
育
施
設
入
所
に
関

す
る
事
務

保
育
所
の
入
所
申

込
み  

等

介
護
保
険
に
関
す
る

事
務

申
請
手
続
き
、
変

更
の
届
出
　
等

現
在
の
被
保
険
者

証
　
等

高
齢
者
支
援
課

(

TEL
７
２
︱

７
３
２
５)

条例で定められた事務

事
　
務

手
続
き
の
内
容

必
要
書
類

担
当
課

特
定
公
共
賃
貸
住
宅

に
関
す
る
事
務

入
居
申
込
み
　
等

印
鑑
証
明

財
産
管
理
課

(

TEL
７
２
︱

７
３
１
０)
町
有
住
宅
に
関
す
る

事
務

入
居
申
込
み
　
等

印
鑑
証
明

重
度
心
身
障
害
者
医

療
費
に
関
す
る
事
務

申
請
手
続
き
、
変

更
の
届
出 

等

保
険
証
　
等

町
民
課

(

TEL
７
２
︱

７
３
０
０)

ひ
と
り
親
家
庭
医
療

費
に
関
す
る
事
務

申
請
手
続
き
、
変

更
の
届
出 

等

保
険
証
　
等

子
ど
も
の
医
療
費
に

関
す
る
事
務

申
請
手
続
き
、
変

更
の
届
出 

等

保
険
証
　
等
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平
成
28
年
度

町
県
民
税
の

申
告
受
付
日
程
を

お
知
ら
せ
し
ま
す

■
税
務
課
か
ら

【町県民税申告受付日程】※申告日、申告会場をご確認の上、お越しください。

内海地域
月 日 曜日 地区名 時　間 場　所

2

19 金

須ノ川 9：00〜10：30 須ノ川公民館

柏崎・柏 11：00〜16：00
DE・あ・い・21
3階研修室

22 月
網代・魚神山 9：00〜11：30 魚神山公民館

油袋・家串・平碆 13：00〜16：00 家串公民館

西海地域
月 日 曜日 地区名 時　間 場　所

2

15 月
久家 9：00〜11：30 久家集会所

下久家 13：30〜16：00 下久家集会所

16 火
樽見 9：00〜11：00 樽見集会所

大成川・小成川 13：00〜16：00 大成川集会所

17 水
麦ヶ浦 9：30〜12：00 麦ヶ浦集会所

武者泊 13：30〜16：00 武者泊集会所

18 木
越田・弓立 9：00〜12：00 弓立集会所

小浦・樫月 13：30〜16：00 樫月集会所

19 金 船越 9：00〜16：00 西海町民会館

22 月 福浦 9：00〜16：00 福浦公民館

23 火
中泊・外泊 9：00〜12：00 中泊集会所

内泊 14：00〜16：00 内泊集会所

一本松地域
月 日 曜日 地区名 時　間 場　所

2

23 火

下一・下二・徳田・宮川
本村・御在所・大駄場・太田

9：00〜12：00
正木本村
集会所

東小山
本村一、二

13：00〜16：00 小山集会所

24 水

八人組・東中屋
西中屋・東中組
西中組・中組

広岡・内尾串1〜3

9：00〜16：00
増田コミュニ
ティセンター

25 木
大又・影平・名本
奈呂・光野・茶堂

9：00〜16：00
中川コミュニ
ティセンター

26 金

東一・東二
西一・西二

9：00〜12：00 上大道集会所

坪浜・西組 13：00〜16：00 満倉集会所

29 月
駄場・亀之串
岡駄場・名路

古宅・向山・久保江
9：00〜16：00

広見コミュニ
ティセンター

3

1 火
弓張・平畑・中串
東部一・東部二

9：00〜16：00
一本松支所

会議室

2 水
南部・坂石・新田

北部・西部
9：00〜16：00

一本松支所
会議室

　
平
成
28
年
度
町
県
民
税
の

納
税
申
告
書
（
平
成
27
年
中

の
収
入
状
況
等
）
の
受
付
を

次
の
日
程
で
行
い
ま
す
。 

日
時
、
場
所
等
を
確
認
し
、

申
告
を
行
っ
て
く
だ
さ
い
。

な
お
、
申
告
日
当
日
に
来
ら

れ
な
い
方
は
、こ
の
期
間
中
、

愛
南
町
役
場
本
庁
に
て
午
後

７
時
ま
で
申
告
相
談
を
行
っ

て
い
ま
す
。

※
印
鑑
、
生
命
保
険
料
及
び

地
震
・
損
害
保
険
料
等
の
支

払
証
明
書
を
ご
持
参
く
だ
さ

い
。

　
所
得
税
の
確
定
申
告
書
は

自
分
で
記
入
を
し
て
税
務
署

に
郵
送
す
る
か
、
宇
和
島
税

務
署
で
申
告
を
し
ま
し
ょ

う
。

問
合
せ

　
税
務
課

　
TEL
７
２
︱

７
３
０
１

御荘地域
月 日 曜日 地区名 時　間 場　所

2

24 水 長月 9：00〜16：00 長月公民館

25 木 菊川・平山 9：00〜16：00
御荘菊川農村
研修センター

26 金
深泥・防城成川

赤水・高畑
9：00〜16：00

赤水コミュニ
ティセンター

3

3 木
左右水・猿鳴
尻貝・灘前
中浦三区

9：00〜16：00
中浦漁村振興

センター

4 金
長崎・長洲・本町

寺新町・栄町・上町
9：00〜16：00

御荘文化センター
リハーサル室

7 月
馬場・和口1、2

上永ノ岡・下永ノ岡
9：00〜16：00

御荘文化センター
リハーサル室

8 火
節崎・馬瀬

八幡野・貝塚
9：00〜16：00

御荘文化センター
リハーサル室

城辺地域
月 日 曜日 地区名 時　間 場　所

2

15 月
僧都 9：00〜12：00

僧都ふれあい
交流館

山出 13：00〜16：00 山出集会所

16 火
中玉・脇本

大浜・柿ノ浦
敦盛・岩水・垣内

9：00〜16：00 東海公民館

17 水 古月・鯆越・深浦 9：00〜16：00 深浦公民館

18 木
日土・小屋の浦
大寿浦・真浦
西真浦・新浦

9：00〜16：00
久良ふるさと

センター

3

9 水

緑（梶郷・大道
当時・下緑・左谷
樫床・樋口・西柳

岡・中緑）

9：00〜16：00
緑基幹集落
センター

10 木
中町・後

清水・沖・久保
松本・鳥越・中原

9：00〜16：00
城の辺学習館
ふれあい学習室

11 金

太場・豊田
豊田東、西・石井手

9：00〜12：00 城辺保健福祉
センター

創造交流室神越・中の谷
鼻・下長野

13：00〜16：00

14 月

土居・三島団地
蓮乗寺

9：00〜12：00 城辺保健福祉
センター

創造交流室伊勢町・矢の町・北裡 13：00〜16：00
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町
営
住
宅
の
入
居
者
を
募
集
し
ま
す

■
財
産
管
理
課
か
ら

農
業
者
年
金
に
加
入
し
ま
し
ょ
う

■
農
業
支
援
セ
ン
タ
ー
か
ら

農業者年金の試算額

加入年齢 納付期間 試算額（年額）

20歳 40年
男性 81.1万円
女性 68.7万円

30歳 30年
男性 53.8万円
女性 45.6万円

40歳 20年
男性 31.8万円
女性 27.0万円

※保険料を月額2万円、65歳までの付利利率を2.5％、65歳以降
の予定利率を0.75％として試算

種別 住宅名称及び所在地
構造

年月日
間取り 月額家賃 駐車場

地デジ
受信

公 

営 

住 

宅

三島団地4号棟（1階3号室） 

城辺乙669番地

RC造3階建

昭和50年

3DK

59.30㎡

9,200円〜

13,700円
有 ◯

中浦団地（1階1号室）（1階7号室）

中浦1677番地1

RC造3階建

昭和53年

3DK

56.30㎡

9,100円〜

13,600円
有 ◯

南部住宅（10号室）   

一本松1287番地1

木造2階建

平成元年

3DK

74.10㎡

14,100円〜

21,000円
有 ※

特
定
公
共

賃
貸
住
宅

中串住宅（1号室）  

増田5027番地1

木造2階建

平成5年

3DK

94.31㎡
35,000円 有 ※

脇田団地Ａ棟（1階3号室）

柏369番地

RC造3階建

平成8年

3LDK

89.05㎡
38,000円 有 ※

※テレビ難視聴地域ですので、ケーブルテレビ等への加入が必要です。

　
現
在
、
空
室
と
な
っ
て
い
る
町
営
住
宅
の
入
居
者
を
募
集
し
ま
す
。

公
募
住
宅
の
概
要（
左
表
の
と
お
り
）

申
込
受
付
期
間

　
1
月
12
日（
火
）〜
20
日（
水
）

入
居
者
資
格
（
次
の
条
件
を
す
べ
て
満
た

し
て
い
る
方
）

①
住
宅
に
お
困
り
で
、
町
内
に
居
住
を

希
望
す
る
方

※
持
ち
家
の
あ
る
方
は
原
則
と
し
て
申

込
資
格
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
特
別
な
事

情
が
あ
る
場
合
は
ご
相
談
く
だ
さ
い
。た

だ
し
、
公
営
住
宅
に
住
ん
で
い
る
方
は

公
営
住
宅
へ
の
入
居
資
格
は
あ
り
ま
せ

ん
。

②
町
税
等
を
滞
納
し
て
い
な
い
方

③
暴
力
団
員
で
な
い
方

※
こ
こ
で
い
う
暴
力
団
員
と
は
「
暴
力
団

員
に
よ
る
不
当
な
行
為
の
防
止
等
に
関
す

る
法
律
」
第
２
条
第
６
号
に
規
定
す
る
暴

力
団
員
を
い
い
ま
す
。

④
収
入
基
準（
月
額
所
得
）

【
公
営
住
宅
】
15
万
８
千
円
以
下
の
方

【
特
定
公
共
賃
貸
住
宅
】

　
15
万
８
千
円
以
上

　
　
　
　
〜
60
万
１
千
円
以
下
の
方

申
込
み
　
団
地
（
住
宅
）
ご
と
で
の
申
込

み
と
な
り
、
財
産
管
理
課
又
は
各
支
所

で
入
居
の
申
込
手
続
き
が
行
え
ま
す
。

問
合
せ

　
財
産
管
理
課 

TEL
７
２
︱

７
３
１
０

　
農
業
者
年
金
は
、
将
来
の
年
金
受
給
に
必
要
な
原
資
を
自
ら
積
み

立
て
て
運
用
し
て
い
く
「
積
立
方
式
」
の
年
金
で
す
。
老
後
の
生
活

設
計
に
と
っ
て
、
年
金
の
役
割
は
と
て
も
重
要
で
す
。
あ
な
た
の
ラ

イ
フ
プ
ラ
ン
と
老
後
の
た
め
の
年
金
設
計
に
つ
い
て
考
え
て
み
ま
せ

ん
か
。

■
国
民
年
金
の
第
１
号
被
保
険
者
で
年
間
60
日
以
上
農
業
に
従
事
す

る
60
歳
未
満
の
方
で
あ
れ
ば
、
誰
で
も
加
入
で
き
ま
す
。
ま
た
、
農

地
を
持
た
な
い
農
業
者
や
家
族
従
業
者
も
加
入
で
き
ま
す
。

■
認
定
農
業
者
等
一
定
の
要
件
を
備

え
た
意
欲
あ
る
担
い
手
に
対
し
て

は
、
基
本
保
険
料
（
月
額
２
万
円
）
の

２
割
、
３
割
又
は
最
高
５
割
の
政
策

支
援
（
保
険
料
の
国
庫
助
成
）
が
あ
り

ま
す
。
政
策
支
援
を
受
け
な
い
場
合

の
保
険
料
は
、
月
額
２
万
円
か
ら
最

高
６
万
７
千
円
ま
で
自
由
に
選
択
で

き
ま
す
。

■
支
払
っ
た
保
険
料
は
、
全
額
、
社

会
保
険
料
控
除
の
対
象
で
す
。
将

来
、
受
け
取
る
農
業
者
年
金
も
公
的

年
金
等
の
控
除
が
適
用
に
な
り
ま
す
。

■
年
金
は
終
身
受
給
で
、
仮
に
加
入

者
や
受
給
者
が
80
歳
に
な
る
前
に
亡

く
な
っ
た
場
合
は
、
80
歳
に
な
る
ま

で
に
受
け
取
る
は
ず
で
あ
っ
た
現
在

価
格
相
当
額
を
死
亡
一
時
金
と
し
て

遺
族
が
受
け
取
れ
ま
す
。

問
合
せ

　
農
業
支
援
セ
ン
タ
ー 

TEL
７
２
︱

７
３
１
１
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福
祉
住
宅
の
入
居
者
を
募
集
し
ま
す

■
保
健
福
祉
課
か
ら

御
荘
文
化
セ
ン
タ
ー
自
主
事
業

　
「
三
遊
亭
円
楽
独
演
会
」
を
開
催
し
ま
す

■
生
涯
学
習
課
か
ら

む
し
歯
０
本
、お
め
で
と
う

■
保
健
福
祉
課
か
ら

住宅名称及び所在地 構造等 間取り 月額家賃

愛南町城辺ふれあい住宅（2号室）
城辺甲2366番地

木造2階建て
2LDK

（59.16㎡）
29,000円

※入居には連帯保証人が2名必要で、敷金は月額家賃の3か月分、共益費は別途必要です。
なお、入居まで多少時間のかかる場合もあります。

　
現
在
、
空
室
と
な
っ
て
い
る
福
祉
住
宅
の
入
居
者
を

募
集
し
ま
す
。

福
祉
住
宅
の
概
要（
上
表
の
と
お
り
）

申
込
受
付
期
間
　
１
月
７
日（
木
）〜
18
日（
月
）

入
居
者
資
格

（
次
の
条
件
を
す
べ
て
満
た
し
て
い
る
こ
と
。）

⑴
　
愛
南
町
内
に
引
き
続
き
２
年
以
上
住
所
を
有
す
る

こ
と
。

⑵
　
現
に
住
宅
に
困
窮
し
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ

る
こ
と
。

⑶
　
高
齢
者
に
つ
い
て
は
、
70
歳
以
上
の
高
齢
者
の
み

の
世
帯
で
あ
る
こ
と
。

⑷
　
障
害
者
に
つ
い
て
は
、
20
歳
以
上
の
同
居
者
の
い

る
世
帯
で
あ
る
こ
と
。

⑸
　
障
害
者
に
つ
い
て
は
、
身
体
障
害
者
手
帳
に
記
載

さ
れ
て
い
る
身
体
上
の
障
害
が
１
級
若
し
く
は
２
級

の
者
で
あ
る
こ
と
。

⑹
　
自
立
し
て
日
常
生
活
を
営
む
こ
と
が
で
き
る
世
帯

で
あ
る
こ
と
。

⑺
　
入
居
申
込
者
全
員
に
町
税
等
の
滞
納
が
な
い
こ

と
。

⑻
　
入
居
し
よ
う
と
す
る
方
全
員
が
暴
力
団
員（
暴
力
団

員
に
よ
る
不
当
な
行
為
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
第

２
条
第
６
号
の
規
定
に
よ
る
）で
な
い
こ
と
。

⑼
　
入
居
者
の
人
数
は
、
２
人
程
度
の
世
帯
で
あ
る
こ

と
。

申
込
み
　
城
辺
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
又
は
各
支
所
で
入

居
の
申
込
手
続
き
が
行
え
ま
す
。

問
合
せ

　
保
健
福
祉
課 

TEL
７
２
︱

１
２
１
２

日
時
　
１
月
20
日（
水
） 

　
　
　
19
時
〜（
開
場
18
時
30
分
）

会
場
　
御
荘
文
化
セ
ン
タ
ー

　
整
理
券
を
お
持
ち
の
上
ご
来
場
く

だ
さ
い
。
※
整
理
券
の
配
付
は
終
了

し
ま
し
た
。

問
合
せ  

　
生
涯
学
習
課 

TEL
７
３
︱

１
１
１
１

　
愛
南
町
で
は
、
５
歳
児
健
康
診

査
で
、
む
し
歯
が
０
本
だ
っ
た
お

子
さ
ん
を
表
彰
し
て
い
ま
す
。

　
11
月
に
実
施
し
た
５
歳
児
健
診

で
は
、
19
名
の
受
診
者
の
う
ち
14

名
の
お
子
さ
ん
を
表
彰
し
ま
し
た
。

　
こ
れ
か
ら
も
し
っ
か
り
歯
磨
き

を
し
て
、
き
れ
い
な
歯
を
守
り
ま

し
ょ
う
。

  

山
口
　渚

な
ぎ
さ 
ち
ゃ
ん（
柏
）

  

村
上
彩あ
や

夏か 
ち
ゃ
ん（
平
碆
） 

 

濵
田
蓮れ

王お 

く
ん（
御
荘
平
城
）

 

田
村
奏か
な

人と 

く
ん（
御
荘
平
城
） 

 

金
澤
柚ゆ

奈な 

ち
ゃ
ん（
城
辺
甲
）    

 

髙
田
優ゆ
う

斗と 

く
ん（
城
辺
甲
）

 

和
喜
田
嶺れ

王お 

く
ん（
城
辺
甲
）   

 

中
村
友と
も

久ひ
さ 

く
ん（
城
辺
甲
）

 

加
洲
諒
り
ょ
う
す
け丞 

く
ん（
城
辺
乙
）   

 

門
田
佳け
い

大だ

愛い 

く
ん（
緑
乙
）    

 

埜
下
虎こ

太た

郎ろ
う 

く
ん（
中
川
）    

 

遠
近
聖せ
い

菜な 

ち
ゃ
ん（
広
見
）

 

田
村
悠は
る

輝き 

く
ん（
増
田
）      

 

廣
瀬
こ
と
美み 

ち
ゃ
ん（
増
田
）
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「
カ
キ
の
身
む
き
＆
焼
き
カ
キ
体
験
」
に
参
加
し
ま
せ
ん
か

■
農
業
支
援
セ
ン
タ
ー
か
ら

新
成
人
の
皆
さ
ん
へ

　
20
歳
に
な
っ
た
ら
国
民
年
金

■
町
民
課
か
ら

　
愛
南
グ
リ
ー
ン
・
ツ
ー
リ
ズ
ム
推

進
協
議
会
で
は
、
「
カ
キ
の
身
む
き

＆
焼
き
カ
キ
体
験
」
の
参
加
者
を
募

集
し
ま
す
。
御
荘
湾
で
育
っ
た
プ
リ

プ
リ
の
カ
キ
を
自
分
の
手
で
む
い
た

り
、
焼
き
カ
キ
を
食
べ
た
り
楽
し
く

体
験
し
ま
せ
ん
か
。

日
時
　
１
月
23
日（
土
） 

　
　
　
10
時
〜
　（
雨
天
中
止
） 

場
所
　
防
城
成
川

定
員
　
10
人
　（
先
着
順
）

体
験
料
　
１
人
　
１
，５
０
０
円

申
込
締
切
日
　
１
月
19
日（
火
）

問
合
せ

　
農
業
支
援
セ
ン
タ
ー 

TEL
７
２
︱

７
３
１
１

  

税
務
課
等
か
ら

１
月
納
税
等
の
お
知
ら
せ

町

県

民

税

4期分/

4期分

国

民

健

康

保

険

税

8期分/

10期分

介

護

保

険

料

後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料

7期分/

9期分

保

育

所

保

育

料

月末

下

水

道

使

用

料

　
町
税
を
滞
納
し
て
い
る
方
に
は
、
ま
ず

督
促
状
に
よ
っ
て
納
税
を
促
し
て
い
ま

す
。
町
税
を
滞
納
さ
れ
ま
す
と
、
本
来
、
納
め

る
べ
き
税
額
の
ほ
か
に
延
滞
金
が
か
か
り
ま

す
。

❶
町
税
等
、
住
宅
使
用
料
、
住
宅
共
益
費
、
駐

車
場
使
用
料
は
、
毎
月
、
当
月
分
が
月
末

に
振
替
と
な
り
ま
す
。

❷
上
水
道
使
用
料
・
簡
易
水
道
使
用
料
の

振
替
日
は
毎
月
21
日
、
再
振
替
日
は
翌

月
の
10
日
で
す
。

※
該
当
日
が
休
日
の
場
合
は
翌
日
と
な
り
ま

す
。

　
国
民
年
金
は
、
年
を
と
っ
た
と
き

や
い
ざ
と
い
う
と
き
の
生
活
を
、
現

役
世
代
み
ん
な
で
支
え
よ
う
と
い
う

考
え
で
作
ら
れ
た
仕
組
み
で
す
。

　
具
体
的
に
は
、
若
い
と
き
に
公
的

年
金
に
加
入
し
保
険
料
を
納
め
続
け

る
こ
と
で
、
年
を
と
っ
た
と
き
や
、

病
気
や
ケ
ガ
で
障
害
が
残
っ
た
と

き
、
家
族
の
働
き
手
が
亡
く
な
っ
た

と
き
に
、
年
金
を
受
け
取
る
こ
と
が

で
き
る
制
度
で
す
。

【
国
民
年
金
の
ポ
イ
ン
ト
】

◎
将
来
の
大
き
な
支
え
に
な
り
ま
す

　
国
民
年
金
は
20
歳
か
ら
60
歳
ま
で

の
人
が
加
入
し
、
保
険
料
を
納
め
る

制
度
で
す
。
国
が
責
任
を
も
っ
て
運

営
す
る
た
め
、
安
定
し
て
い
ま
す

し
、
年
金
の
給
付
は
生
涯
に
わ
た
っ

て
保
障
さ
れ
ま
す
。

◎
老
後
の
た
め
だ
け
の
も
の
で
は
あ

り
ま
せ
ん

　
国
民
年
金
に
は
、
年
を
と
っ
た
と

き
の
老
齢
年
金
の
ほ
か
障
害
年
金
や

遺
族
年
金
も
あ
り
ま
す
。
障
害
年
金

は
、
病
気
や
事
故
で
障
害
が
残
っ

た
と
き
に
受
け
取
れ
ま
す
。
ま
た

遺
族
年
金
は
、
加
入
者
が
死
亡
し
た

場
合
、
そ
の
加
入
者
に
よ
り
生
計
を

維
持
さ
れ
て
い
た
遺
族
（「
子
の
あ
る

配
偶
者
」
や
「
子
」）
が
受
け
取
れ
ま

す
。

【「
学
生
納
付
特
例
制
度
」
と

「
若
年
者
納
付
猶
予
制
度
」】

★
「
学
生
納
付
特
例
制
度
」

　
学
生
の
方
は
一
般
的
に
所
得
が
少

な
い
た
め
、
ご
本
人
の
所
得
が
一
定

額
以
下
の
場
合
、
国
民
年
金
保
険
料

の
納
付
が
猶
予
さ
れ
る
制
度
で
す
。

　
対
象
と
な
る
学
生
は
、
学
校
教
育

法
に
規
定
す
る
大
学
（
大
学
院
）
、
短

期
大
学
、
高
等
学
校
、
高
等
専
門
学

校
、
専
修
学
校
及
び
各
種
学
校
（
修

業
年
限
１
年
以
上
で
あ
る
課
程
）
、

一
部
の
海
外
大
学
の
日
本
分
校
に
在

学
す
る
方
で
す
。

★
「
若
年
者
納
付
猶
予
制
度
」

　
学
生
で
な
い
30
歳
未
満
の
方
で
、

ご
本
人
及
び
配
偶
者
の
所
得
が
一
定

額
以
下
の
場
合
に
、
国
民
年
金
保
険

料
の
納
付
が
猶
予
さ
れ
る
制
度
で

す
。

問
合
せ

　

　
宇
和
島
年
金
事
務
所 

国
民
年
金
課

　
TEL
０
８
９
５
︱

２
２
︱

５
３
４
４

　
町
民
課 

TEL
７
２
︱

７
３
０
０

今
月
の
社
会
保
険
・

　
年
金
一
日
相
談
（
予
約
制
）

 

○
１
月
19
日（
火
）

　 

10
時
〜
15
時
30
分

　 

（
城
辺
商
工
会
館
２
階
）

問
合
せ

　
宇
和
島
年
金
事
務
所

　
お
客
様
相
談
室

　
TEL
０
８
９
５
︱

２
２
︱

５
５
６
９

　
電
話
受
付
対
応
時
間

　
８
時
30
分
〜
17
時
15
分
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御荘地域

城辺地域

西海地域

内海地域

一本松地域

29 30
32

31

27

28

24

23
25
26

20

4

2

40

13

22

8

9

1

66

33

34

35

36
37

38

39
41～43

44
64

4546
47 54
55

63 68

65

53

5
6 10

14 12

11
15
16

21

17 18

7

19

48

49
56

5758
59

60

61
623

50 51

52・67

周
知
の
埋
蔵
文
化
財

包
蔵
地
の
お
知
ら
せ

■
生
涯
学
習
課
か
ら

周知の埋蔵文化財包蔵地

町内68か所

まずは相談を
開発には事前の届出が必要です

　
現
在
、
町
内
に
は
、
文
化
財
保
護

法
に
よ
り
周
知
の
埋
蔵
文
化
財
包
蔵

地
と
し
て
守
ら
れ
て
い
る
土
地
が
68

か
所
（
平
成
27
年
４
月
現
在
）
あ
り
ま

す
。
こ
れ
ら
の
土
地
で
土
木
工
事
な

ど
の
開
発
行
為
に
か
か
る
場
合
、
最

低
60
日
前
ま
で
に
愛
媛
県
に
届
け
出

る
こ
と
が
義
務
付
け
ら
れ
て
お
り
、

県
か
ら
の
指
示
が
で
る
ま
で
工
事
に

取
り
掛
か
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

さ
ら
に
、
発
掘
な
ど
の
調
査
が
必
要

に
な
る
場
合
も
あ
り
ま
す
の
で
、
規

模
の
大
小
に
関
係
な
く
、
お
早
め
に

生
涯
学
習
課
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

■
周
知
の
埋
蔵
文
化
財
と
は

　
貝
塚
、
古
墳
な
ど
外
形
的
に
判
断

で
き
る
も
の
の
ほ
か
、
口
伝
、
古
文

書
、
古
地
図
、
古
絵
図
、
調
査
研
究

報
告
書
な
ど
に
よ
っ
て
土
地
の
中
に

文
化
財
が
埋
蔵
さ
れ
て
い
る
こ
と

が
、
そ
の
地
域
社
会
に
知
ら
れ
て
い

る
土
地
の
こ
と
を
い
い
ま
す
。

■
開
発
行
為
と
は

　
単
に
掘
削
行
為
だ
け
で
な
く
、
盛

土
や
構
築
物
の
建
築
な
ど
で
実
質
的

に
遺
跡(

埋
蔵
文
化
財)

の
状
況
を
変

化
さ
せ
た
り
、
事
後
の
調
査
を
不
可
能
に

す
る
行
為
の
こ
と
を
い
い
ま
す
。

■
不
明
な
と
き
は
（
ま
ず
は
相
談
を
）

　
ご
自
身
の
所
有
す
る
土
地
が
、
周
知
の

埋
蔵
文
化
財
包
蔵
地
で
あ
る
か
ど
う
か
不

明
な
場
合
は
生
涯
学
習
課
で
確
認
が
で
き

ま
す
の
で
、
お
早
め
に
ご
連
絡
く
だ
さ

い
。

問
合
せ

　
生
涯
学
習
課 

TEL
７
３
︱

１
１
１
１

埋蔵文化財包蔵地台帳
通番号 所在地 包蔵地名

御荘地域
1 深泥 深泥遺跡
2

平城

馬瀬遺跡
3 節崎遺跡
4 八幡野遺跡
5 猪ノ尻遺跡
6 法華寺遺跡
7 平城貝塚
8 菊川 銭坪遺跡
9

平城
貝塚遺跡

10 永の岡遺跡
11 源駄場遺跡
12 長月 御荘焼窯跡
13 深泥 深泥Ⅱ遺跡
14 和口 和口西の駄場遺跡
15

平城
日枝神社遺跡

16 日向谷遺跡
17 大谷遺跡
18 長月 安住寺五輪塔
19 平城 岡村松軒翁の墓
20 菊川 風ヶ森城跡
21 長月 永月城跡
22 平山 大島遺跡

内海地域
23

柏

串ヶ岡（赤樫）城跡
24 鳥巣（城首・鳥首）城跡
25 矢落遺跡
26 小山畑遺跡
27

平碆
本谷しく様遺跡

28 白王山遺跡
29

油袋
五輪墓跡

30 五輪墓跡
31 須ノ川 法華石城跡
32 油袋 五輪墓跡

一本松地域
33

中川
茶堂遺跡

34 茶堂Ⅱ遺跡

35
増田・

猿越城跡
広見

36
広見

札掛遺跡
37 広見遺跡
38 増田 峠の城跡
39 正木 ムソノ城跡

西海地域
40 小浦 小浦墓地

通番号 所在地 包蔵地名

城辺地域
41

緑甲

梶郷駄場Ⅰ遺跡
42 梶郷駄場Ⅱ遺跡
43 梶郷駄場Ⅲ遺跡
44 大道下遺跡
45 樫床 太場遺跡
46 緑当時 緑当時遺跡
47 城辺乙 愛宕山遺跡
48 城辺甲 城辺小学校校庭遺跡
49 城辺乙 三島岡遺跡
50 城辺甲 久保遺跡
51 鳥越 鳥越遺跡
52 久良 天嶬の鼻遺跡
53 緑乙 緑城跡
54 城辺甲 数城跡
55 城辺乙 御陣山城跡
56

城辺甲
常盤城跡

57 大森城跡
58 久保 大谷の砦跡
59 鯆越 太郎谷砦跡
60 古月 鳶の巣城跡
61 長野 不老の砦跡
62 下長野 一夜城跡
63

緑
御荘焼一木窯跡

64 御荘焼早崎窯跡
65 豊田 御荘焼豊田窯跡
66

天嶬鼻
高野長英築造の台場跡

67 天嶬の鼻砲台場石塁
68 樫床 ホリキリ
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地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
募
集
に
関
す
る
事
業
者

説
明
会
を
開
催
し
ま
す

■
高
齢
者
支
援
課
か
ら

ふ
れ
あ
い
健
康
マ
ラ
ソ
ン
大
会
の
参
加
者
を
募
集
し
ま
す

■
生
涯
学
習
課
か
ら

愛
南
の
お
い
し
い
「
か
き
」
で
お
も
て
な
ー
し

■
商
工
観
光
課
か
ら

み
ん
な
で
予
防 

イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ

■
保
健
福
祉
課
か
ら

　
愛
南
町
第
７
次
高
齢
者
福
祉
計
画

及
び
第
６
期
介
護
保
険
事
業
計
画
に

基
づ
き
、
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス

（
認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護
）
の

事
業
者
募
集
に
関
す
る
説
明
会
を
開

催
し
ま
す
。
応
募
の
意
向
が
あ
る
事

業
者
は
参
加
申
込
書
を
提
出
の
上
、

必
ず
出
席
し
て
く
だ
さ
い
。

日
時
　
１
月
15
日（
金
） 

14
時
〜

場
所
　
城
辺
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー 

乳

幼
児
指
導
室

申
込
書
提
出
期
日
　
１
月
12
日（
火
）

申
込
み
・
問
合
せ

　

　
高
齢
者
支
援
課 

TEL
７
２
︱

７
３
２
５

日
時
　
２
月
７
日（
日
）（
小
雨
決
行
）

・
開
会
式
　
８
時
45
分
〜

・
ス
タ
ー
ト
　
９
時
30
分
〜

参
加
資
格
　
町
内
に
住
所
を
有
す
る

方
、町
内
に
通
学
・
勤
務
し
て
い
る
方

申
込
方
法
　
申
込
用
紙
に
必
要
事
項

を
記
入
の
上
、
町
体
育
協
会
事
務
局

　
愛
南
町
の
冬
の
味
覚
で
あ
る
か
き

の
Ｐ
Ｒ
を
は
じ
め
、
豊
か
な
自
然
環

境
に
育
ま
れ
た
特
産
品
の
消
費
拡
大

を
図
る
た
め
、
食
を
活
か
し
た
イ
ベ

ン
ト
「
う
ま
い
も
ん
市
in
あ
い
な
ん

２
０
１
６
」
を
開
催
し
ま
す
。

日
時
　
１
月
31
日（
日
） 

　
　
　
９
時
30
分
〜
15
時

場
所
　
南
レ
ク
ロ
ッ
ジ
前
駐
車
場

内
容
　
・
か
き
食
べ
放
題
コ
ー
ナ
ー

（
有
料
、
人
数
限
定
）
・
大
鍋
に
よ
る

「
か
き
鍋
（
か
き
汁
）
」
の
サ
ー
ビ

ス
・
か
き
の
す

く
い
取
り
（
有

料
）
・
か
き
・

ヒ
オ
ウ
ギ
貝
・

寒
ブ
リ
・
そ
の

他
海
産
物
加
工

品
や
旬
を
迎
え

た
愛
南
町
特
産

の
農
産
物
、
郷
土
料
理
の
販
売
・
餅

つ
き
体
験
コ
ー
ナ
ー 

な
ど

問
合
せ

　
町
観
光
協
会 

TEL
７
３
︱

０
４
４
４

　
商
工
観
光
課 

TEL
７
２
︱

７
３
１
５

（
御
荘
文
化
セ
ン
タ
ー
内
）
に
提
出
し

て
く
だ
さ
い
。
※
参
加
は
無
料
で
す

が
、
学
生
の
参
加
者
は
保
護
者
の
承

諾
が
必
要
で
す
。

申
込
締
切
日
　
１
月
８
日（
金
） 

必
着

問
合
せ

　

　
生
涯
学
習
課 

TEL
７
３
︱

１
１
１
２

【
種
目（
各
種
目
と
も
御
荘
Ｂ
＆
Ｇ
海
洋
セ
ン
タ
ー
周
辺
コ
ー
ス
で
す
。）】

ス
タ
ー
ト

距
離

種   

目

９
時
30
分

１
㎞

小
学
生
１
・
２
年
生
男
女
の
部

９
時
45
分

1.5
㎞

小
学
生
３
・
４
年
生
男
女
の
部

10
時

２
㎞

小
学
生
５
・
６
年
生
男
女
の
部

10
時
20
分

３
㎞

中
学
１
・
２
・
３
年
生
・
高
校
生
・
一
般
・
壮
年
（
40
歳

以
上
）女
子
の
部

10
時
50
分

４
㎞

中
学
１
・
２
・
３
年
生
・
高
校
生
・
一
般
・
壮
年
（
40
歳

以
上
）男
子
の
部

　
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
は
、
毎
年
流
行

を
繰
り
返
し
て
い
ま
す
。
イ
ン
フ
ル

エ
ン
ザ
に
か
か
ら
な
い
た
め
に
も
、正

し
い
予
防
法
を
身
に
つ
け
ま
し
ょ
う
。

【
効
果
的
な
予
防
法
】

◇
手
洗
い
・
う
が
い
を
す
る

　
外
出
後
に
は
手

洗
い
・
う
が
い
を

し
、ウ
イ
ル
ス
を
除

去
し
ま
し
ょ
う
。

◇
マ
ス
ク
を
着
用
す
る

　
マ
ス
ク
を
着
用
す
る
と
、鼻
・
の
ど

の
粘
膜
の
湿
気
を
保
つ
こ
と
が
で
き

ま
す
。ま
た
、他
の
人
へ
の
感
染
を
防

ぐ
た
め
に
も
、
必
ず
マ
ス
ク
を
着
用

し
ま
し
ょ
う
。
マ
ス
ク
が
な
い
場
合
、

テ
ィ
ッ
シ
ュ
な
ど
で
口
と
鼻
を
押
さ

え
て
他
の
人
か
ら
顔
を
そ
む
け
、１
ｍ

以
上
離
れ
て
か
ら
咳
や
く
し
ゃ
み
を

す
る
よ
う
心
が
け
て
く
だ
さ
い
。

◇
外
出
を
控
え
る

　
人
込
み
や
繁
華
街
へ
の
不
要
な
外

出
は
控
え
、外
出
す
る
際
に
は
マ
ス
ク

を
着
用
す
る
よ
う
に
し
ま
し
ょ
う
。

問
合
せ  

　
保
健
福
祉
課 

TEL
７
２
︱

１
２
１
２


